
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
四
九

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四
五
〇

告

示

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

四
五
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

四
五
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

四
五
〇

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

四
五
一

公

告

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

四
五
一

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

四
五
三

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
五
四

規

則

福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
十
八
号

福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
五
号
）
」
の
下
に
「
並
び

に
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
七
号
。
以
下
「
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
」
と
い
う
。
）
及
び

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
」
を
加
え
、
「
又
は
促
進
事
業
者
」
を
「
、
促

進
事
業
者
」
に
改
め
、
「
促
進
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
認
定
農
林
漁
業
者

（
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
従
っ
て
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ

ム
法
第
十
九
条
第
五
項
第
四
号
又
は
第
二
十
一
条
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
み
ど
り

の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
認
定
農
林
漁
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
及
び
一
促
進
事
業
者
」
を
「
、
一
促
進
事
業
者
及
び
一
認
定
農
林
漁
業
者
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
第
九
号
中
「
資
金
」
の
下
に
「
を
借
り
入
れ
る
場
合
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
一

み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
認
定
農
林
漁
業
者
が
み
ど
り
の
食
料

シ
ス
テ
ム
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
従
っ
て
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
第
十
九

条
第
五
項
第
四
号
又
は
第
二
十
一
条
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
み

ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合

十
二
年

以
内

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
促
進
事
業
者
」
を
「
、
促
進
事
業
者
又
は
認
定
農
林
漁
業
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
特
例
該
当
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法

律
の
農
林
水
産
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
二
号
。
以
下

「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
」
に
改
め
、
「
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二

年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
年
」
と
、
同
項

第
六
号
か
ら
同
項
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
」
及
び
「
と
、
「
前

項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
場

合
に
お
け
る
貸
付
金
の
据
置
期
間
は
八
年
以
内
と
し
、
前
項
第
一
号
及
び
第
五
号
」
」
を
削
る
。

附
則
第
五
項
を
附
則
第
十
一
項
と
し
、
附
則
第
四
項
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

５

特
例
該
当
者
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
後
特
例
政
令
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に

暫
定
措
置
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
二
条

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
す
る
。

６

特
例
該
当
者
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
後
特
例
政
令
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を

受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
二
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
十
五
年
」
と
あ
る

の
は
「
十
八
年
」
と
す
る
。

７

特
例
該
当
者
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
後
特
例
政
令
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
ま
で

に
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

第
二
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
六
号
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
、

同
条
第
三
項
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
す
る
。

８

特
例
該
当
者
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
後
特
例
政
令
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
ま
で

に
農
林
漁
業
バ
イ
オ
燃
料
法
第
九
条
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
二
条
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
七
号
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
す
る
。

９

特
例
該
当
者
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
後
特
例
政
令
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
ま
で

に
建
築
物
木
材
利
用
促
進
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
二

条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
八
号
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
す
る
。

特
例
該
当
者
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
後
特
例
政
令
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
ま
で

10
に
六
次
産
業
化
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
二
条
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
九
号
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
、
同
条
第
三

項
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
森
林
計
画
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
九
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
十
月
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
島
県
立

西
白
河
郡

福
島
県
立

（
仮
称
）

西
白
河
郡

（
仮
称
）

ふ
く
し
ま

矢
吹
町
滝

ふ
く
し
ま

福
島
県
立

矢
吹
町
滝

福
島
県
立

医
療
セ
ン

八
幡
一
〇

医
療
セ
ン

こ
こ
ろ
の

八
幡
一
〇

こ
こ
ろ
の

タ
ー
こ
こ

〇
番
地
（
ふ

タ
ー
こ
こ

医
療
セ
ン

〇
番
地
（
矢

医
療
セ
ン

ろ
の
杜
整

く
し
ま
医

ろ
の
杜
整

タ
ー
整
備

吹
病
院
）

タ
ー
整
備

備
工
事
の

療
セ
ン
タ
ー

備
工
事
の

工
事
の
監

工
事
の
監

監
理
に
関

こ
こ
ろ
の

監
理
に
関

理
に
関
す

理
に
関
す

す
る
業
務

杜
）

す
る
こ
と
。

る
業
務
に

る
こ
と
。

に
従
事
す

従
事
す
る

る
職
員

職
員

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
月
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

患
畜
及
び
疑
似

病

名

畜

種

発
見
頭
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

ヨ
ー
ネ

牛

患
畜

一
頭

須
賀
川
市

令
和
四
年
九

殺
処
分

病

月
二
八
日（

畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
泉
崎
村

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
四
年
九
月
十
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
二
十

九
日
認
可
し
た
。

令
和
四
年
十
月
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
駒
形

第
三
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
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土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
月
十
二
日
か
ら

（
二
十
日
間
）

同

月
三
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

喜
多
方
市
役
所
及
び
湯
川
村
役
場

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街

地
再
開
発
組
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公

告

公 告 第 ２ ２ ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 庁 舎 の 電 気 供 給 業 務 に つ

い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達
手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 37 2号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年
福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す
る 。

令 和 ４ 年 10月 ７ 日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量 福 島 県 庁 舎 の 電 気 供 給 業 務 一 式
⑵ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 供 給 期 間 令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 か ら 同 年 12月 31日 ま で
⑷ 供 給 場 所 福 島 県 庁 舎 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。

⑵ ３ に 掲 げ る 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指
名 停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い
る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。

⑷ 電 気 事 業 法 （ 昭 和 39年 法 律 第 170号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に よ り 小 売 電 気 事 業 者 と し
て 登 録 を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
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入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ に
掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ４ 年 10月 26日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 15
分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け
る こ と 。
郵 便 番 号 960-8670 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 総 務 部 文 書 管 財 総 室 施 設 管 理 課
電 話 024 - 521 - 70 80
な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ４ 年 10月 26

日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で 必 着 と す る 。
４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間

３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ４ 年 10月 ７ 日 （ 金 ） か ら 同 月 26日 （ 水 ） ま で （ 土 曜
日 及 び 日 曜 日 並 び に 同 月 10日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で

５ 入 札 説 明 書 等 の 配 布
次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。

⑴ 配 布 期 間 ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。
⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 50枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ４ 年 10月 14日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に 必 着
で 請 求 す る こ と 。

６ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等
⑴ 日 時 令 和 ４ 年 11月 16日 （ 水 ） 午 前 10時
⑵ 場 所 福 島 県 庁 本 庁 舎 ４ 階 401会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ４ 年
11月 15日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 と す る 。

７ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含
む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務
規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又
は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

８ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
９ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

10 そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 入 札 金 額 は 、 各 入 札 者 に お い て 設 定 す る 契 約 電 力 に 対 す る 単 価 （ kW単
価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ）
及 び 使 用 電 力 量 に 対 す る 単 価 （ kWh単 価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同
一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ） を 根 拠 と し 、 県 が 提 示 す る 契 約 電 力 及 び 予 定
使 用 電 力 量 の 対 価 を 入 札 金 額 と す る こ と 。 な お 、 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書
に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分 の 10に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に
１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格
と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問
わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 か ら 、 契 約 希 望 金 額 の 110分 の 10（ 当 該 金 額 に １ 円 未
満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を 控 除 し た 金 額 を 入 札 書
に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等 福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦
情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄することができる。
⑹ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

11 Summary
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e s e r v i c e s t o b e r e q u i r e d : E l e c t r i c i t y S u p p l y
f o r u s e a t t h e F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l G o v e r n m e n t O ffi c e B u i l d i n g 1 s e t

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 0 : 0 0 a . m . , 1 6 N o v emb e r 2 02 2
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 1 5 p .m . , 1 5 No v emb e r 20 2 2
⑷ Contact point for the notice: Facil i ties Management Division , Archives and Property
Man a g eme n t Se c t i o n , Ge n e r a l Adm i n i s t r a t i o n Dep a r tme n t , F uk u s h im a Pr e f e c t u r a l
G o v e r nm e n t , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o , F u k u s h i m a C i t y , F u k u s h i m a 9 6 0 - 8 6 7 0 J a p a n
TEL 024-521-7080

（ 施 設 管 理 課 ）
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福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 ４ 年 10月 ７ 日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
第 ２ 条 の ３ 第 １ 項 第 １ 号 中 「 昭 和 40年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ３ 号 」 を 「 令 和 ４ 年 国 家

公 安 委 員 会 規 則 第 15号 」 に 改 め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 交 通 規 制 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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